
１　対象地区の現状

A　うち貸し付け等の意向が確認された耕作面積の合計

２　対象地区の課題

地域内において農地を「貸したい」「売りたい」と意向を示す農業者については、農地中間管理事業を活用した農
地の集約化や農地バンクへの登録を促し、新たな就農者に繋げていく。

（備考）
・耕地面積は地域内にある農地（田、畑）の登記地積を元に算出。

今後中心経営体が引き受けきる意向のある耕作面積（7.05ha）よりも、70才以上で後継者未定の農業者の耕作面
積（8ha）の方が1ｈａ多いことから、新たな農地の担い手の確保が必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

岩壺集落・鉾立集落ともに、農地利用については中心経営体である認定農業者１経営体が担うほか、新たな就農
者の受入れや高収益作物への転換を推進するために、集落内の耕作者が連携し組織化（集落営農組織）を検討
していく。

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 8ｈａ

0.7ｈａ

④地区内において農地貸し付け等の意向が確認された耕作面積の合計 1.6ｈａ

⑤地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 7.05ｈａ

①地区内の耕地面積 22.8ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 20ｈａ

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 11.8ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

大淀町 岩壺・鉾立地区（岩壺、鉾立） 平成27年3月27日 令和3年6月30日



（参考）　中心経営体

農業者
（氏名・名称）

岩壺、鉾立
6名

（うち1名は認定農業者）
水稲、野
菜、果樹

7.3 ha
水稲、野
菜、果樹、
花

14.35 ha

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

鳥獣被害防止対策の取組方針
地域による鳥獣害対策の集落点検マップ（侵入防止柵や檻の設置状況、放置果樹や目撃・被害発生場所等）づく
りや捕獲体制の構築等に取り組む。

アンケート調査によりこの地域全体で農地の貸付け等の意向が確認された農地は1.6ha（4人、53筆）となってい
る。

農地中間管理機構の活用方針
将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわらず、原則として、農地を機構に貸
し付けていく。
中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地の
一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを
進めていく。


